
神戸商工貿易センタービル26階貸会議室使用要綱
1 会議室並びに什器備品のご使用は、ご予約のうえ使用申込書に必要事項をご記入し、ご提出ください。

使用料金は使用当日の１週間前までにお支払いをお願いいたします。原則、お振込みでお願いいたします。

尚、受付は使用当日の６ヶ月前の日の属する月の１日より受け付けいたします。
2 次の場合は、使用を中止またはお断りすることがあります。この場合、生じた損害に対して当社は、一切責任を

負いません。

１）使用当日の１週間前までに使用料金をお支払いいただいていないとき。

※事前に当社の承諾を得た場合は除く。

２）公安または風俗をみだすおそれのあるとき。

３）施設または設備等を損傷するおそれがあるとき。

４）商品の直接販売を目的として使用したとき。

５）申込書のご記入内容と実際の利用が相違するとき。

６）使用権を譲渡、売買または転貸されたとき。

７）その他当社において使用を不適当と認めるとき。

８）あらかじめ机、椅子の設営されている会議室の備品等を許可なく移動して使用したとき。
3 使用者が自己の都合により、取消しのお申し出のある場合、次の違約金をいただきます。

１）使用日の８日以前に取消の場合・・・・・・・・・無料

２）使用日の７日～１日前の取消の場合・・・・・・・使用料の５０％

３）使用日の当日取消の場合・・・・・・・・・・・・使用料全額
4 使用時間は厳守願います。ただし、使用時間を延長される場合、次の使用予定に支障がない限り　延長を認めます。

この場合、超過使用料は使用後直ちに精算、お支払い願います。（但し、早朝、深夜の延長はお受けできません。）
5 準備、あとかたづけは予約時間内にお願いいたします。　　（開場は15分前となります）
6 使用責任者並びに参加者が室内及び建物の諸設備、什器、備品、その他をき損、汚損（扉、壁面、天井に器具の

取付、ポスター、幕等をピン、糊、セロテープ、その他の方法により、直接掲示することも含みます。）をした場合、

または火災等の事故を起こした場合は、当社の算定するところに従い復旧に要する直接、間接の費用一切を

使用責任者にて弁償願います。
7 飲食物のお持込は、かたくお断りいたします。又、アルコール類飲用は禁止します。
8 器物の搬入あるいは特別に設備を要する場合、あらかじめ当社施設管理部までお申し出ください。

特別施設施工は、当社指定の業者に限り、当社係員立会いのもとに行います。ただし、これに要する費用は使用者側で

ご負担ください。
9 会議室利用者持込物の保管責任は利用者側にて願います。

会議室等でご使用される荷物（書類等）の事前発送・保管につきましては、必ず事前に数量、品目、到着日を

お知らせください。当社に保管責任がない旨を承諾いただいたうえで、26階貸会議室受付窓口にてお預かりいたします。

事前連絡がない場合は、お預りいたしかねますので、ご注意ください。

（お願い事項）

①　貴重品、割れ物、精密機器、個人情報等はお預りできません。

②　使用後の発送手続き、宅配業者への引き渡しに関しましては利用者様側でお願いいたします。
10 手荷物を除く荷物の搬入は、大小にかかわらずすべて６号エレベーターをご利用願います。
11 テレビ、ラジオの放送中継及び映写その他の機器の実演はあらかじめ当社の承認を必要とします。

ただし、熱、水、臭気、騒音等を伴う機器の実演はかたくお断りいたします。
12 消防署及び警察署等、所轄官公庁への届出は使用者側で行ってください。
13 下記記載の物品の持込みはかたくお断りいたします。

火薬、油脂、セルロイド、毒性ガス、劇薬、多量のマッチ、石油、蓄電池、腐食物、腐敗物、麻薬、幻覚剤等

これに類するもの。
14 通常照明以外に電力を必要とするときは、あらかじめ必ず当社施設管理部までお申し出ください。

使用実費は使用後直ちに精算、お支払い願います。
15 特に清掃を必要とする場合には、清掃料を申し受けます。
16 当社が必要と認め、係員が注意または指示いたしました事項は遵守していただきます。
17 インターネット環境は、有線LAN・無線LANの両方の設備がございます。ご利用の場合は、

下記の事項をご確認ください。

１）ご利用される場合は会議室利用のお申込時に必ず申請してください。また事前に使用可能かご確認を

お勧めいたします。

２）設定及びセキュリティに関しましては、お客様ご自身の責任において行っていただき、ウィルス感染、

その他のトラブル発生については、当社は一切の責任を負いません。

３）通信速度に関しましては、端末の使用台数、動画等の視聴等により、繋がりにくいことや、速度の低下が

発生することがあります。

４）パソコン及びその周辺機器の貸出しはしておりません。

５）無線LANご利用について

会議室内で無線LAN使用をご希望される場合は、以下の記載事項をご承諾のうえ、ご利用ください。

①　ご利用を希望される場合は、お申し込み時（原則１週間前）に神戸商工貿易センター貸会議室係りに

 お申し出ください。

お申し出後、ご利用前に当社にて当該会議室内に無線LANルーターを設置し、暗号化キーをお渡しいたします。

※暗号化キーは無線通信の傍受を防ぐ為に、暗号化しております。

②接続するPCについては、下記の事項をご確認ください。

・無線LANユニットを搭載していること。

・WPA２に対応していること。

・IEEE802.11a&11g&11bに対応していること。

③接続するPCの無線LAN設定につきましては、お客様側で行ってください。

いかなる場合でも当社での設定は一切いたしませんので、ご了承願います。

④本無線LANは貸会議室ご利用のサービスの一環としてご提供するものであり、万一、ご利用できない場合が

あっても、理由の如何を問わず、一切補償はできませんので、その旨、ご了承の上、ご使用ください。

⑤無線LANルーターは室外に持ち出さないこと。

⑥セキュリティー上の理由により、システム情報のお問い合わせにはお答えしかねますので、ご了承ください。
18 感染症対策としまして、下記の事項をご確認ください。

１）手指消毒、定期的なお部屋の換気をお勧めいたします。マスク着用は個人の判断に委ねます。

２）感染の再拡大により、政府や地元自治体の要請があった場合は、ご協力をお願いすることがあります。


